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令和３年第１回美濃市議会定例会議案概要 

 

《提出議案》    専決処分  １件、当初予算  ８件、 

          補正予算  ８件、条例制定  ３件、 

          条例改正  ９件、そ の 他 １３件、 

          人事案件  ２件           合計４４件 

 

議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

承第 1 号 
専決処分の承認について 

令和２年度美濃市一般会計補正予算（第１０号） 
2月 26日 2月 26日 承認 

議第 1 号 令和３年度美濃市一般会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 2 号 令和３年度美濃市国民健康保険特別会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 3 号 令和３年度美濃市農業集落排水事業特別会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 4 号 令和３年度美濃市下水道特別会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 5 号 令和３年度美濃市介護保険特別会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 6 号 令和３年度美濃市後期高齢者医療特別会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 7 号 令和３年度美濃市病院事業会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 8 号 令和３年度美濃市上水道事業会計予算 2月 26日 3月 24日 可決 

議第 9 号 令和２年度美濃市一般会計補正予算（第１１号） 2月 26日 3月 24日 可決 

議第10号 
令和２年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号） 
2月 26日 3月 24日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

議第11号 
令和２年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号） 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第12号 
令和２年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２

号） 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第13号 
令和２年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第

４号） 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第14号 
令和２年度美濃市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第15号 令和２年度美濃市病院事業会計補正予算（第４号） 2月 26日 3月 24日 可決 

議第16号 
令和２年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１

号） 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第17号 
美濃市職員の配偶者同行休業に関する条例につい

て 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第18号 美濃市債権管理条例について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第19号 

美濃市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例について 

2月 26日 3月 24日 可決 

議第20号 
美濃市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第21号 
美濃市福祉会館設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第22号 
美濃市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例について 
2月 26日 2月 26日 可決 

議第23号 
美濃市国民健康保険条例及び美濃市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について 
2月 26日 3月 24日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

議第24号 
美濃市介護保険条例の一部を改正する条例につい

て 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第25号 
美濃市道の構造の技術的基準を定める条例の一部

を改正する条例について 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第26号 
美濃市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例について 
2月 26日 3月 24日 可決 

議第27号 美濃市第６次総合計画基本構想の策定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第28号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第29号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第30号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第31号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第32号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第33号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第34号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第35号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第36号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結 果 

議第37号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第38号 公の施設の指定管理者の指定について 2月 26日 3月 24日 可決 

議第39号 美濃市公平委員会委員の選任について 2月 26日 2月 26日 同意 

議第40号 
美濃市特別職の職員の給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例について 
3月 24日 3月 24日 否決 

議第41号 美濃市教育長の任命について 3月 24日 3月 24日 同意 

市議第 1号 専決処分事項の指定についての一部改正について 3月 24日 3月 24日 可決 

市議第 2号 
議会の議員の議員報酬の特例に関する条例につい

て 
3月 24日 3月 24日 否決 

-------------------------------------------------------------------------------- 

承第 １ 号 専決処分の承認について 

      令和２年度美濃市一般会計補正予算（第１０号） 

   （内容）補 正 額           ４，０００ 千円 

       補正後の額      １４，０４６，７０３ 千円 

 

議第 １ 号 令和３年度美濃市一般会計予算 

   （内容） 

      ９，５０２，０００千円（対前年度比 △１１．９％） 

 

議第 ２ 号 令和３年度美濃市国民健康保険特別会計予算 

   （内容） 

      ２，５６７，１６４千円（対前年度比  △０．７％） 

 

議第 ３ 号 令和３年度美濃市農業集落排水事業特別会計予算 

   （内容） 

        ２２６，２８２千円（対前年度比   ０．１％） 
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議第 ４ 号 令和３年度美濃市下水道特別会計予算 

   （内容） 

        ９９５，８４８千円（対前年度比   ７．９％） 

 

議第 ５ 号 令和３年度美濃市介護保険特別会計予算 

   （内容） 

      ２，０７１，６８７千円（対前年度比  △５．０％） 

 

議第 ６ 号 令和３年度美濃市後期高齢者医療特別会計予算 

   （内容） 

        ５４９，７１４千円（対前年度比  △０．６％） 

 

議第 ７ 号 令和３年度美濃市病院事業会計予算（収益的支出＋資本的支出） 

   （内容） 

      ３，２８８，１５７千円（対前年度比   ２．６％） 

 

議第 ８ 号 令和３年度美濃市上水道事業会計予算（収益的支出＋資本的支出） 

   （内容） 

        ６０２，９８０千円（対前年度比 △１２．０％） 

 

議第 ９ 号 令和２年度美濃市一般会計補正予算（第１１号） 

   （内容） 

     補 正 額    △８７，２１５ 千円 

     補正後の額 １３，９５９，４８８ 千円 

 

議第１０号 令和２年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

   （内容） 

     補 正 額     △９，４５９ 千円 

     補正後の額  ２，５９６，８５０ 千円 

 

議第１１号 令和２年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

   （内容） 

     補 正 額     △１，００７ 千円 

     補正後の額    ２２８，６４０ 千円 
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議第１２号 令和２年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号） 

   （内容） 

     補 正 額    △２４，０７３ 千円 

     補正後の額    ９２２，５９９ 千円 

 

議第１３号 令和２年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

   （内容） 

     補 正 額    △４７，１９０ 千円 

     補正後の額  ２，１５７，５２９ 千円 

 

議第１４号 令和２年度美濃市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   （内容） 

     補 正 額      １，１９６ 千円 

     補正後の額    ５５４，４２８ 千円 

 

議第１５号 令和２年度美濃市病院事業会計補正予算（第４号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的収入  ４０，３５７ 千円  ２，７２８，２９２ 千円 

     収益的支出  １３，０４３ 千円  ２，８６０，８８０ 千円 

     資本的収入 △２６，２６０ 千円    １９８，４９６ 千円 

 

議第１６号 令和２年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的支出  △６，９６２ 千円    ３７５，４１１ 千円 

     資本的収入 △１４，７３３ 千円    １２４，８１７ 千円 

     資本的支出  △２，４９５ 千円    ３００，５９３ 千円 

 

議第１７号 美濃市職員の配偶者同行休業に関する条例について 

   （制定趣旨） 

     地方公務員法の規定に基づき、配偶者と生活を共にすることを希望する職員の

継続的な勤務を促進するため、条例を制定するもの。 

   （主な制定内容） 

     外国で勤務等をする配偶者と生活するために休業することを承認することにつ

いて規定する。 



7 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第１８号 美濃市債権管理条例について 

   （制定趣旨） 

     債権の管理に関し、市の統一的な処理基準を定めることにより、債権管理の適

正化と事務の効率化を図り、もって市民負担の公平を確保し、及び円滑な行財政

運営に資するため、この条例を制定するもの。 

   （制定内容） 

     市の債権（金銭債権）の適正な事務処理方法について規定する。 

    １ 条例制定の目的を規定（第１条） 

    ２ 条例の定義及び他の法令等との関係を規定（第２条、第３条） 

    ３ 市長の責務、管理台帳の整備を規定（第４条、第５条） 

    ４ 庁内の情報共有を規定（第６条） 

    ５ 督促、滞納処分等、強制執行等を規定（第７条、第８条、第９条） 

    ６ 履行期限の繰上げ、債権の申出等を規定（第１０条、第１１条） 

    ７ 徴収停止、履行延期の特約等を規定（第１２条、第１３条） 

    ８ 免除、放棄、委任を規定（第１４条、第１５条、第１６条） 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第１９号 美濃市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例等の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴い、関係条例の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

     地域密着型サービスの事業、地域密着型介護予防サービスの事業、指定介護予

防支援等の事業及び指定居宅介護支援等の事業の実施に関して新たに次の規定

を追加する。 

    １ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等に必要な体制の整備に関する規定 

    ２ 介護保険等関連情報(厚生労働大臣が公表する要介護認定や介護給付の動向

分析等の情報)等の活用に関する規定 

    ３ 人員要件の緩和、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等、勤務体制の確保に関する規定 

    ４ 感染症や非常災害の発生時に備えた業務継続計画の策定に関する規定 
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    ５ 感染症の予防及びまん延防止のための措置に関する規定 

    ６ 電磁的な対応(パソコンで使用するファイル等)の活用に関する規定 

   （改正条例） 

    １ 美濃市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２５年美濃市条例第１号）（第１条関係） 

    ２ 美濃市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例（平成２５年美濃市条例第２号）（第２条関係） 

    ３ 美濃市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（第３

条関係） 

    ４ 美濃市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

（第４条関係） 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日（指定居宅介護支援等基準条例第１６条に１号を加える改正

規定は、令和３年１０月１日） 

 

議第２０号 美濃市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

   （改正趣旨） 

     美濃市児童センターの廃止に伴い、所要の改正をするもの。 

   （改正内容） 

     児童センター運営委員会を廃止するため、児童センター運営委員会委員に関す

る規定を削除する。 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第２１号 美濃市福祉会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     美濃市福祉会館について、施設を使用する市民の利便性を考慮し、施設の管理

及び使用の許可等の業務を中央公民館の事務局で行えるようにするため、これま

での指定管理者制度による管理を廃止し、市が直接管理することとするための条

例改正を行う。 

   （主な改正内容） 

     美濃市福祉会館の管理について、指定管理者制度による管理を廃止し市の直接

の管理とする。 
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   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第２２号 美濃市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正

する法律の施行により電子資格確認が導入されることに伴い、受給者証の提示に

係る規定の改正を行うもの。 

   （改正内容） 

     保険医療機関等で福祉医療費受給者証を提示して受診するときの、社会保険各

法による医療保険の資格確認の方法を改める。 

     ・各種医療保険の被保険者証等に添えて受給者証を提示 

                 ↓ 

     ・各種医療保険の被保険者等であることの確認を受けて受給者証を提示 

   （施行期日） 

     令和３年３月１日 

 

議第２３号 美濃市国民健康保険条例及び美濃市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について 

   （改正趣旨） 

     新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により、条例で新型コロナウイル

ス感染症を定義するため引用している条項が削除されたことに伴い、その定義を

改めるもの。 

   （改正内容） 

     新型コロナウイルス感染症の定義の改正 

     ・新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第１条の２に規定するもの 

                ↓ 

     ・病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華

人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）である感染症 

   （施行期日） 

     公布の日 
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議第２４号 美濃市介護保険条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     介護保険法の規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの保険料率を定め

るもの並びに税制改正に対応した介護保険法施行令の改正及び新型コロナウイ

ルス感染症関係法令の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

    １ 本人が住民税課税者である第１号被保険者の介護保険料額の所得段階を判定

する際の基準所得金額（前年の合計所得金額）の改正（第２条） 

      ・第７段階 ２００万円未満→２１０万円未満 

      ・第８段階 ３００万円未満→３２０万円未満 

      ・第９段階 ３００万円以上→３２０万円以上 

    ２ 保険料の額の算定の基礎に用いる合計所得金額について、譲渡所得の特別控

除の適用がある場合は、特別控除額を控除した額とすることを追加（第５条） 

    ３ 延滞金特例基準割合の下限を定める規定を追加（附則第６条） 

    ４ 新型コロナウイルス感染症の定義の改正（附則第８条） 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日（附則第６条及び附則第８条の改正は、公布の日） 

 

議第２５号 美濃市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴い、所要の

改正を行うもの。 

   （改正内容） 

     歩道の幅員に関する引用規定に生じた条項ずれを解消する。 

      ・第２条第９号→第２条第１０号 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第２６号 美濃市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例について 

   （改正趣旨） 

     第１期美濃市消防団活性化計画に基づき、地域の実状に合わせ団員定数を変更

し、並びに消防団員の成り手不足を解消するため報酬等の増額及び消防団員の資

格要件の緩和を行うもの。 
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   （改正内容） 

    １ 消防団員の定数を４７０人から４２０人に減じ、分団ごとの定数の規定を無

くす。（第２条、別表） 

    ２ 市内在住者のほか、市内に勤務している者に対しても消防団員の資格を与え

る。（第３条第１号） 

    ３ ４６歳以上の者に対しても消防団員の資格を与える。（第３条第２号） 

    ４ 消防団員の年額報酬を増額する。（第１２条） 

    ５ 消防団員の費用弁償を増額する。（第１３条） 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

議第２７号 美濃市第６次総合計画基本構想の策定について 

   （内容） 

     令和３年度から令和１２年度までの１０年間における美濃市のまちづくりの方

向性を示す第６次総合計画の基本構想を策定するため、美濃市総合計画条例第６

条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

議第２８号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（地区集会施設・２２施設） 

     施設の名称、指定管理者の名称及び指定期間 

施設の名称 指定管理者の名称 指定期間 

吉川町コミュニティ

センター 
吉川町自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

殿町コミュニティセ

ンター 
殿町自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

市営亀野住宅集会場 亀野町自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

口野々コミュニティ

センター 
口野々自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

市営梅山住宅集会所 梅山町自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

保木脇コミュニティ

センター 
保木脇自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

上河和コミュニティ

センター 
上河和自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 
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施設の名称 指定管理者の名称 指定期間 

須原コミュニティセ

ンター 
須原自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

上須原集会場 須原自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

立花コミュニティセ

ンター 
立花自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

立花ふれあいセンタ

ー 
立花自治会 

令和３年４月１日から令和８年

３月３１日まで（５年間） 

長瀬地区集会場 長瀬自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

乙狩集会場 乙狩自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

藍川集会場 藍川自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

松森コミュニティセ

ンター 
松森自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

松森北コミュニティ

センター 
松森自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

生櫛南コミュニティ

センター 
生櫛自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

生櫛コミュニティセ

ンター 
生櫛自治会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

上生櫛集会場 生櫛自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

志摩公民センター 志摩自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

さくらヶ丘集会場 さくらヶ丘自治会 
令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

松倉台集会場 
松倉台１丁目自治

会 

令和３年４月１日から令和６年

３月３１日まで（３年間） 

 

議第２９号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（通所介護施設・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃北デイサービスセンター 

    ２ 指定管理者の名称 社会福祉法人美濃市社会福祉協議会 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 
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議第３０号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（障がい者地域活動支援センター・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃市地域活動支援センター 美濃市みのりの家作業所 

    ２ 指定管理者の名称 社会福祉法人美濃市社会福祉協議会 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（転作促進技術研修施設・３施設） 

    １ 施設の名称及び指定管理者の名称 

施設の名称 指定管理者の名称 

上野転作促進技術研修所 上野自治会 

極楽寺転作促進技術研修所 極楽寺自治会 

笠神転作促進技術研修所 笠神自治会 

    ２ 指定期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで（３年間） 

 

議第３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（地域特産物直売施設・１施設） 

 

    １ 施設の名称    みちくさ館 

    ２ 指定管理者の名称 美濃特産物直売組合 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（林業地区集会施設・２施設） 
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    １ 施設の名称及び指定管理者の名称 

施設の名称 指定管理者の名称 

横持集会場 保木脇自治会 

板山集会場 片知板山自治会 

    ２ 指定期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで（３年間） 

 

議第３４号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（こうぞ加工施設・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃市こうぞ加工施設 

    ２ 指定管理者の名称 美濃市こうぞ生産組合穴洞支部 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３５号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（こうぞ乾燥調製施設・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃市こうぞ乾燥調製施設 

    ２ 指定管理者の名称 美濃市こうぞ生産組合蕨生支部 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３６号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（女性団体、商工業者振興施設・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃市女性商工会館 

    ２ 指定管理者の名称 特定非営利活動法人美濃のすまいづくり 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

 

 

 

 



15 

議第３７号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（観光案内施設・１施設） 

    １ 施設の名称    美濃市観光案内所 

    ２ 指定管理者の名称 一般社団法人美濃市観光協会 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３８号 公の施設の指定管理者の指定について 

   （内容） 

     地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の指定管理者を次の

とおり指定することについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。

（観光施設・１施設） 

    １ 施設の名称    旧名鉄美濃駅 

    ２ 指定管理者の名称 一般社団法人美濃市観光協会 

    ３ 指定期間     令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

議第３９号 美濃市公平委員会委員の選任について 

   （内容） 

     公平委員の任期満了に伴う候補者の推薦（再任） 

    氏  名  太 田 己 代 治 

    任  期  令和７年３月３１日まで（４年） 

 

議第４０号 美濃市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

   （改正趣旨） 

     厳しい財政事情のもと、第６次総合計画及び新型コロナウイルス感染症対策を

着実に推進するため、特別職の給与について、引き続き減額措置を講ずるもの。 

   （改正内容） 

     特例の期間の延長 

     ・平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

             ↓ 

     ・令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 
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議第４１号 美濃市教育長の任命について 

   （内容） 

     任期満了に伴う教育長の任命（新任） 

    氏  名  島 田 昌 紀 

    任  期  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで（３年）     

 

市議第１号 専決処分事項の指定についての一部改正について 

   （改正趣旨） 

 美濃市債権管理条例の制定に伴い、金銭債権の迅速な徴収を行うため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、市長におい

て専決処分することができる事項を新たに指定するもの。 

 （改正内容） 

     市長が専決処分することができる事項に、１件の金額が１，０００，０００円

以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関することを加える。 

 （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 

市議第２号 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例について 

   （制定趣旨） 

厳しい財政事情のもと、市民生活への影響を鑑み、市政全般にわたる事業及び

新型コロナウイルス感染症対策を着実に推進するため、議員の議員報酬月額の特

例を定めるもの。 

   （制定内容） 

 議会の議員の議員報酬月額の特例を次のように定める。 

     ・報酬月額（５％減） 

              現行議員報酬月額   特例議員報酬月額 

議 長 ３９８，０００円 → ３７８，０００円 

副議長 ３５３，５００円 → ３３５，０００円 

議 員 ３３２，０００円 → ３１５，０００円 

・特例の期間 

      令和３年４月１日から令和５年４月２９日まで 

   （施行期日） 

     令和３年４月１日 

 


